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落
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相
次
ぐ
在
沖
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
沖
米
軍
基
地
所
属
の
軍
用
機
及
び
在
沖
米
軍
基
地
に
飛
来
す
る
、
い
わ
ゆ
る
外
来
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
が
後
を
絶
た

な
い
。
そ
の
頻
度
か
ら
し
て
、
極
め
て
異
常
か
つ
深
刻
な
事
態
で
あ
り
、
多
く
の
沖
縄
県
民
を
不
安
に
陥
れ
て
い
る
。

米
軍
嘉
手
納
基
地
所
属
の
電
子
偵
察
機
Ｒ
Ｃ
�
�
�
Ｖ
が
、
去
る
三
月
十
六
日
の
飛
行
中
に
約
九
百
七
グ
ラ
ム
の
フ
ァ
イ

バ
ー
グ
ラ
ス
製
部
品
を
紛
失
し
て
い
た
こ
と
が
、
翌
十
七
日
に
判
明
し
た
。

同
じ
く
三
月
十
六
日
に
は
、
米
軍
普
天
間
基
地
所
属
の
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
Ｍ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ
イ
が
、
約
百
六
十
四
グ
ラ

ム
の
ア
ル
ミ
製
部
品
を
落
下
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
、
事
故
発
生
か
ら
四
日
後
に
な
っ
て
判
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
年
一
月
に
は
、
普
天
間
基
地
所
属
の
Ａ
Ｈ
�
攻
撃
ヘ
リ
が
ミ
サ
イ
ル
発
射
装
置
な
ど
計
二
百
キ
ロ
余
の
部
品
を
落

下
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
相
次
ぐ
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
は
、
い
ず
れ
も
一
歩
間
違
え
れ
ば
人
命
を
損
ね
る
大
惨
事
に
繋
が
り
か
ね
な

い
、
と
強
く
抗
議
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
沖
縄
県
や
関
係
自
治
体
は
、
米
軍
当
局
あ
る
い
は
沖
縄
防
衛
局
に
対
し
て
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
の
原
因

究
明
、
再
発
防
止
の
徹
底
を
申
し
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
ず
、
実
効
性
あ
る
対
策
が
な
さ

一



れ
な
い
ま
ま
、
同
種
の
事
故
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
二
十
六
年
度
（
平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日
現
在
）
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
在
日
米
軍
に
係
る
事

件
・
事
故
の
う
ち
、
一
九
九
七
年
三
月
に
日
米
合
同
委
員
会
で
合
意
さ
れ
た
「
在
日
米
軍
に
係
る
事
件
・
事
故
発
生
時
に
お

け
る
通
報
手
続
」
（
以
下
、
「
通
報
手
続
」
と
い
う
）
�
の
「
事
件
・
事
故
発
生
情
報
の
通
報
基
準
」
（
以
下
、
「
通
報
基

準
」
と
い
う
）
（
�
）
の
（
ａ
）
に
定
め
る
「
墜
落
、
投
棄
、
危
険
物
の
落
下
等
の
航
空
機
に
係
る
事
件
」
に
該
当
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
①
発
生
年
月
日
、
②
現
地
米
軍
当
局
か
ら
当
該
地
方
防
衛
局
へ
の
通
報
年
月
日
、
③
機
種
名
及
び

所
属
基
地
（
駐
留
先
含
む
）
、
④
事
件
概
要
（
「
墜
落
」
「
投
棄
」
「
危
険
物
の
落
下
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
明
示

す
る
こ
と
）
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
事
件
の
発
生
件
数
の
推
移
や
傾
向
を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
策
の
実
効
性
確
保
の
あ
り

方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
二
十
六
年
度
（
平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日
現
在
）
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
自
衛
隊
に
係
る
事

件
・
事
故
の
う
ち
、
右
「
墜
落
、
投
棄
、
危
険
物
の
落
下
等
の
航
空
機
に
係
る
事
件
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
、
①
発
生
年
月
日
、
②
現
地
自
衛
隊
の
公
表
年
月
日
、
③
機
種
名
及
び
所
属
基
地
、
④
事
件
概
要
（
「
墜
落
」
「
投

二



棄
」
「
危
険
物
の
落
下
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
）
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
事
件
の
発
生

件
数
の
推
移
や
傾
向
を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
策
の
実
効
性
確
保
の
あ
り
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
及
び
二
で
明
ら
か
に
し
た
右
「
墜
落
、
投
棄
、
危
険
物
の
落
下
等
の
航
空
機
に
係
る
事
件
」
の
発
生
件
数
や
傾
向
、
再

発
防
止
策
の
実
効
性
確
保
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
米
軍
機
と
自
衛
隊
機
と
の
間
に
見
ら
れ
る
差
異
が
生
じ
る
理
由
は
何
で
あ

る
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

去
る
三
月
十
二
日
に
米
軍
普
天
間
基
地
所
属
の
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
Ｍ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ
イ
が
約
百
六
十
四
グ
ラ
ム
の
ア

ル
ミ
製
部
品
を
落
下
さ
せ
た
事
件
（
以
下
、
三
月
十
二
日
発
生
の
オ
ス
プ
レ
イ
部
品
落
下
事
故
と
い
う
）
に
対
す
る
米
側
か

ら
沖
縄
防
衛
局
へ
の
通
報
は
、
発
生
四
日
後
の
三
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。

右
「
通
報
基
準
」
（
�
）
に
は
、
日
本
政
府
へ
の
通
報
に
つ
い
て
「
現
地
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
迅
速
に
関
係
の
防
衛
施
設

局
（
現
防
衛
局
）
に
通
報
す
る
」
と
あ
る
が
、
事
件
発
生
四
日
後
の
通
報
で
あ
っ
て
も
「
迅
速
」
に
な
さ
れ
た
と
の
認
識

か
。
ま
た
、
「
通
報
基
準
」
は
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
の
立
場
か
、
理
由
を
示
し
た
上
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。な

お
、
「
通
報
基
準
」
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
適
正
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
右
「
通

三



報
手
続
」
の
見
直
し
を
日
米
合
同
委
員
会
に
提
起
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

中
谷
元
防
衛
大
臣
は
、
去
る
三
月
十
七
日
の
記
者
会
見
で
、
三
月
十
二
日
発
生
の
オ
ス
プ
レ
イ
部
品
落
下
事
故
に
関
し
、

「
航
空
機
か
ら
の
落
下
物
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
事
故
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
米
軍
に
対
し
て
遺
憾
の
意
を

表
明
す
る
と
と
も
に
、
早
期
の
情
報
提
供
、
原
因
の
究
明
、
安
全
管
理
、
再
発
防
止
、
こ
れ
の
徹
底
に
つ
い
て
申
し
入
れ
を

い
た
し
ま
し
た
。
防
衛
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
情
報
の
収
集
に
つ
い
て
努
め
て
ま
い
る
な
ど
、
適
切
に
対
処
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
。
一
方
で
、
原
因
究
明
ま
で
の
飛
行
停
止
を
申
し
入
れ
る
考
え
は
あ
る
か
を
問
わ
れ
、

「
飛
行
停
止
を
含
む
米
軍
の
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
米
軍
に
お
い
て
、
し
か
る
べ
き
検
討
と
判
断
が

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。

右
「
通
報
基
準
」
（
�
）
の
（
ａ
）
に
該
当
す
る
事
件
に
お
い
て
一
九
九
七
年
三
月
以
降
こ
れ
ま
で
、
政
府
と
し
て
米
側

に
飛
行
停
止
措
置
を
求
め
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
て
に
つ
い
て
当
該
措
置
を
求
め
た
理
由
を
付
し
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
な
お
、
飛
行
停
止
措
置
を
求
め
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


